
告 示

�愛媛県告示第４２０号
令和元年７月９日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和元年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

木 下 勝 徳 愛媛県松山市 愛媛県松山市庄甲６５
番１ ９４３

松 尾 佳 治 愛媛県大洲市 愛媛県大洲市東大洲
１３３２番１ほか１筆 １，６５１

武 智 弘 樹 愛媛県伊予市
愛媛県伊予市中山町
出渕５番耕地１３９１番
ほか２筆

１，３８５

西 川 英 明 愛媛県喜多郡内子町 愛媛県喜多郡内子町
重松甲１１４４番２ １，４３４

２ 認可年月日

令和元年８月５日

�������
�愛媛県告示第４２１号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和元年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４２２号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

令和元年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第４２３号
保安林の指定施業要件の変更予定（令和元年７月愛媛県告示第２５

６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を西条市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を

告示する。

令和元年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

干害の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４２４号
保安林の指定施業要件の変更（令和元年７月愛媛県告示第２６５号）

に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を愛南

町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示す

る。

令和元年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４２５号
保安林の指定施業要件の変更予定（令和元年６月愛媛県告示第２０

２号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を今治市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を

告示する。

令和元年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

東京都千代田区鍛冶町１－８
－５
執行商事株式会社

森林所有者

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

香川県高松市太田下町１７５１－
６
徳 永 昌 文

森林所有者

西条市（次の図に示す部
分に限る。）

兵庫県宝塚市旭町３－７－１
－７０６
南 條 克 正

森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦３００

金 沢 勝 治
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦１０４

西 東 喜太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５４８

中 平 長太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５９８

西 川 幾太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５８８

西 本 與 太
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５６８－２

二 宮 音 吉
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５４０

二 宮 庄 八
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦２０６３－９

野 本 又五郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５９２

浜 田 才 治
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５７８

浜 田 重太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦７２

間 口 萬 作
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５６

宮 本 弥治平
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５６３

実 好 傳 吾
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦３３３

保 村 勝太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦１０２－１

安 村 房太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦３１２

山 下 勝三郎
森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦２９５

� 木 甚太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５２４

� 江 徳太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５７

岩 崎 平太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦６３６

大 内 仙太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦６０８

大 東 平
森林所有者

愛 媛 県 報令和元年８月１３日 第２９号
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公 告

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

今治市（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４２６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和元年８月１３日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和元年７月３１日

３ 指定道路の位置

大洲市東大洲２０２番の一部、３０３０番の一部、３０３６番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ９９．６１メートル

� 幅員 ４．００メートル

�公 告

採石業務管理者試験の実施について

採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条の１３第１項の規定に基づ

き、採石業務管理者試験を次のとおり実施する。

令和元年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第一別館１１階会議室）

２ 試験の日時

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

大字朝倉南

青 野 亀 吉
森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉北甲４７
４
青 野 好 一

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉南乙１
－２
青 野 駒 吉

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉南乙４２
０
青 野 仲 次

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上之村
甲２９－２
浅地生産森林組合

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上甲７８
９－１
阿部 �右衛門

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉北甲４７
１
阿 部 舜 三

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉北

阿部 平左衛門
森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

今治市中寺６０８－４
今治市玉川町及朝倉村共有山
組合

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

今治市南高下町三丁目１－１

岡 本 賢 治
森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上甲１１
５４－２
越 智 明 月

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上之村
甲５３
越 智 甚 蔵

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上之村
甲１０７
越 智 幸 助

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上甲９２
－１
越 智 重 喜

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上甲６６
８
越 智 � 一

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上甲９２
－１
越 智 益太浪

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上乙７４
９－３３
越 智 道 信

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上甲１７
４４
越 智 弥太郎

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉北甲３３
５
諏 訪 竹 治

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上甲２１
３９－３
田 窪 四 郎

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上之村
甲３９２－２
武 田 要

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉下甲１９
３
南 條 悦 一

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉下甲１２
８
南 條 進

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉下甲１３
０
南 條 武 弘

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

大阪府枚方市池之宮二丁目１８
－２０
橋 本 � 夫

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

今治市今治村甲３４８－１１

松 浦 ちえ子
森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡大西町大字九王甲１４５４
－１
松 本 孝

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

今治市今治村甲１８２

村 上 宏 嗣
森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上甲１６
９５－２
山之内 忠 雄

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉上甲１７
７４
山之内 宏 充

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

広島県三原市円一町五丁目３
－１７ ３０４号
山 本 紘 嗣

森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉南乙８８

山 本 三 平
森林所有者

今治市（次の図に示す部
分に限る。）

越智郡朝倉村大字朝倉北甲４３
８
渡 辺 忠 七

森林所有者
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令和元年１０月１１日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

令和元年９月６日（金）から１７日（火）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部土木管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方局

建設部若しくは土木事務所

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和元年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

インターネット実習対応パソコンの借入れ

� 借入物品名及び数量

インターネット実習対応パソコン一式（サーバー２５台、パー

ソナルコンピュータ９２５台、プリンタ１１３台、プロジェクタ２５台、

周辺機器一式、ソフトウェア一式、搬入、据付け、調整等一式）

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

令和２年２月１日から令和８年１月３１日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

ア 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２９年度、

平成３０年度及び平成３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められ、かつ、「特定調達参加希望」

の登録をしている事業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに、要求する仕様の機器を確実に納入で

きる体制が整備されていることを証明した者であること。

� ＩＳＯ２７００１認証取得者かつ借入物品に係る保守の体制が整備

されていることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課施設管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２９５１

� 入札書の受領期限

令和元年９月１７日（火）から９月２４日（火）午前９時５９分ま

での受付期間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。以下同じ。）に�に掲げる場所に持参
又は郵送等（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ず

るものに限る。以下同じ。）により提出すること。ただし、郵

送等による場合は、令和元年９月２０日（金）午後５時１５分まで

に必着のこと。

� 入札説明書の交付方法

令和元年８月１３日（火）から８月３０日（金）までの執務時間

中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までをいう。）に�に掲げる場所で交付する。
� 入札書の提出方法

郵送又は持参

� 開札の日時及び場所

令和元年９月２４日（火）午前１０時

愛媛県庁第１別館１０階教育委員室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和元年９月２日（月）午後５時１５分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

Equipment and Related Services for Installing Terminal

Unit，for the prefectural school computer rooms（Local Area

Network），１ set

� Time limit of tender：９：５９a．m．，２４September２０１９（tenders

愛 媛 県 報令和元年８月１３日 第２９号

３２３



公営企業告示
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submitted by mail：５：１５ p．m．，２０ September２０１９）

� For further information， please contact： Facilit ies

Administration Section，High School Education Division，

Guidance Department， Ehime Prefectural Board of

Education，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２９５１

�愛媛県公営企業告示第３号
次のとおり落札者を決定した。

令和元年８月１３日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

�愛媛県公営企業告示第４号
次のとおり落札者を決定した。

令和元年８月１３日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

シンチレーションカメラシステム１
式
（月額賃借料／県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和元年７月２４日
三井住友ファイナンス
＆リース株式会社
東京都千代田区丸の内
一丁目３番２号

３，４４９，６００円 一般競争入札 令和元年６月７日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

麻酔モニタリングシステム １式
（県立今治病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和元年７月３１日
株式会社カワニシ 松
山支店
愛媛県伊予郡砥部町重
光２４１番地３

３６，７２０，０００円 一般競争入札 令和元年６月１８日

令和元年８月１３日 発行
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